
工事車両出入口

工事範囲

◆はじめに

平素より江東区の公共事業にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。
この度、運河沿いを通行できるように整備する工事を行います。
皆様には、作業音や工事車両の通行によりご不便をおかけしますが、周辺環境の安全確保に努めま

すので、ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

◆工事概要

工事件名：東雲運河潮風の散歩道整備工事
工事箇所：東京都江東区豊洲四丁目10番先
工事期間：令和５年１２月１５日から令和６年５月３１日まで
工事延長：234ｍ
工事概要：スロープ設置（延長約46m）、照明灯設置（12基）、防犯カメラ設置（2基）、ベンチ設置
（2基）案内板設置（4箇所）、中低木植栽（1,424株）等
作業時間：AM8：00～PM5：00

◆工事による影響

①（工事箇所南西側の行き止まり道路）が工事車両出入口になります。資材の搬出入が多い施工日
には交通誘導警備員を配置します。なお、豊洲四丁目児童遊園のご利用には影響ございません。

◆連絡先

工事に関しお気づきの点は、下記へご連絡下さい。
【発注者】 江東区 土木部 河川公園課 計画調整係 佐野

TEL：03-3647-9426
【受注者】 天龍造園建設株式会社 東京支店 小林・山崎

TEL：03-6272-5381

東雲運河潮風の散歩道整備工事のお知らせ

完成イメージ図
（実際の完成図とは異なります。）

◆工事箇所
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